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（公 印 省 略） 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 48） 

 

今般、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療

報酬の取扱いについて、別紙のとおり厚生労働省より取扱いが示された旨、日本

医師会より通知がありましたので取り急ぎご連絡申し上げます。 

今回の取扱いは、 

① A301 特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経験

を５年以上有する医師」について、提出する必要がある「特定集中治療に習

熟していることを証明する資料」として、日本集中治療医学会が行う、オン

デマンド方式講習会の「JSICM 学術集会のアーカイブス」を受講した場合の

取扱い 

② 医科点数表第２章第 10部手術の通則の 19に掲げる手術の施設基準の要件に

ついて、「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関

する研修を修了していること。」とされているが、一般社団法人日本遺伝性

乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う、オンデマンド方式講習会の「JOHBOC E-

learning セミナー」を受講した場合の取扱い 

について示されております。 

つきましては、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 



（保 67） 
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 （公印省略） 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その48） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い等につ

いて、添付資料のとおり厚生労働省より取扱いが示されましたので、取り急ぎご連絡申し上げ

ます。 

今回の取扱いは、①A301 特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経

験を５年以上有する医師」については、提出する必要がある「特定集中治療に習熟しているこ

とを証明する資料」として、日本集中治療医学会が行う、オンデマンド方式講習会の「JSICM学

術集会のアーカイブス」を受講した場合の取扱い、②手術通則の19に掲げる手術の施設基準の

要件について、「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を

修了していること。」とされているが、一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構

が行う、オンデマンド方式講習会の「JOHBOC E-learning セミナー」を受講した場合の取扱い

について示されております。 

つきましては、貴会会員へのご対応等、よろしくお願い申し上げます。 

＜添付資料＞ 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その 48） 

（令 3.6.7 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 



事 務 連 絡 

令和３年６月７日 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その48） 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び

施設基準に係る臨時的な対応等について別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏

のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。 

以上

御中

別　紙



（別添） 

問１ A301 特定集中治療室管理料の施設基準の要件である「特定集中治療の経験を５年以

上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 26 年

３月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡）問 43 において「集中治療部門での勤務経

験を５年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出

すること」とされている。さらに、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」

については、「疑義解釈資料の送付について（その２）」（平成 26 年４月４日厚生労

働省保険局医療課事務連絡）問 22 において「日本集中治療医学会等の関係学会が行う

特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験

における研修を含むものとする。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止の観点から、日本集中治療医学会が行う、オンデマンド方式講習会の「JSICM

学術集会アーカイブス」を受講した場合であっても、該当する講習会を受講したものと

して差し支えないか。 

（答）差し支えない。ただし、当該講習会の受講に加え、特定集中治療に係る専門医試験に

おける研修も受講していることが必要であることに留意されたい。 

問２ 医科点数表第２章第 10 部手術の通則の 19 に掲げる手術の施設基準の要件について、

「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了し

ていること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

一般社団法人日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う、オンデマンド方式講習会

の「JOHBOC E-learning セミナー」を受講した場合であっても、該当する研修を修了し

たものとして差し支えないか。 

（答）差し支えない。 




